
北海道告示第 10655号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、北海道

営住宅の家賃及び駐車場使用料の収納事務の一部を次のとおり委託した。

令和５年４月 25日

北海道知事 鈴木 直道

１ 受託者の名称 弁護士法人ライズ綜合法律事務所

２ 受託者の住所 東京都中央区日本橋３－９－１

日本橋三丁目スクエア１２階

３ 委託事務の内容 北海道営住宅の退去者に係る滞納家賃及び滞納駐車場使用料の収

納事務

４ 委託期間 令和５年４月１１日から令和６年３月３１日まで


